
11,929 2,151 1,779 1,378 736 904 

埼玉県の児童虐待相談対応について（令和４年度実績）

警察
近隣知人 その他

家族親戚

福祉事務所

学校等
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虐待をした者 虐待の種別 児童の年齢

心理的虐待が６割を超え最も高い。
保護の怠慢（ネグレクト）の増に伴い、その割合が増加。

通告経路

就学前の乳幼児の割合が
４割を超える。実父・実母で9割を占める。

埼玉県こども安全課
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全体 18,877件（さいたま市含む）
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・夫婦間でのDV目撃
・児童への暴言
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（１） 虐待通報窓口の普及

（１）普及啓発活動の実施

児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９」
啓発リーフレットの配布や
県内施設をオレンジ色にライトアップ
する等、キャンぺーンを実施

親からの相談や虐待を受けているこどもからの相談、虐待通告などを受け付ける
窓口を運営するとともに、ポスターや県公式ＳＮＳ、駅前大型ビジョンなどにより普及

• ＳＮＳ相談（親と子どもの悩みごと相談＠埼玉）
• 児童相談所虐待対応ダイヤル（１８９）
• 埼玉県虐待通報ダイヤル（＃７１７１）

• ワンストップで妊娠・出産・育児相談
に応じる市町村の子育て世代包括支
援センターの人材育成や財政支援

• 産科医療機関、助産所、市町村及び
保健所と連携し、支援が必要な妊産
婦を把握し、早期に支援を実施

• 思いがけない妊娠に悩む方の相談窓
口の設置及び啓発カードの配布

（２） 妊産婦等への支援

健康長寿課

• 児童福祉司等の職員を増員し、虐待対応体制を充実強化
• 音声認識システムによる記録の作成やヒアリング補助機能の
活用など、ＩＣＴを活用した業務効率化及び相談対応の充実

• 朝霞市内に県設置８番目の児童相談所（一時保護所付設）を新設
（令和７年度開所予定）

（２） 児童相談所の体制強化

(3) 関係機関との連携強化

児童・家族への支援
（１） 被虐待児童の心のケア

施設入所児童を安全に家庭に戻すための家族支援プログラムを活用した
家族再統合の支援

• 虐待により心に傷を負った児童のケアを行う心理担当職員の配置
• 児童精神科医師による各児童相談所への巡回指導の実施

（２） 家族再統合の取組強化

埼玉県の児童虐待防止対策①（全体像）

発生予防 早期発見・早期対応

福祉政策課

埼玉県こども安全課
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埼玉県の児童虐待防止対策②（他機関との連携）

• 児童相談所ＯＢ職員（児童福祉司経験者）を市町村に
派遣し、相談援助技術の向上を支援

• 市町村要保護児童対策地域協議会の中心となる職員
等に対する専門的研修の実施により市町村の相談体
制強化を支援

• 県内全ての市町村において要対協が設置されており、
当該市町村を管轄する児童相談所が構成員となり、
共同で事例検討などを実施

• 児童相談所と警察署間で直接アクセスし、リアルタイムに
全ての児童虐待事案を情報共有できるシステムを運用

• こども安全課（兼中央児童相談所）に現職警察官（警部
級）１人、各児童相談所に警察官ＯＢ２人（合計１４人）配置

• これにより、警察との情報共有の円滑化が図られている
とともに、児童相談所の現場では、保護者が拒むおそれ
のある家庭への同行訪問や面接への同席を実施するな
ど、効果的な対応がなされている

警察との連携

市町村との連携

埼玉県こども安全課

• 平成２８年度から「児童虐待対応医療ネットワーク事
業」を小児医療センターに委託して実施（虐待を疑っ
た医療機関からコーディネーター（MSW）が相談を受
け、専門の医師が助言する）

• 適切な一時保護の判断等のため、法医学等の専門医
からのセカンドオピニオンを聴取する事業を実施

• 平成２８年１月から、歯科医師会主催の研修会で児童
虐待の研修を実施

• 令和２年９月から、児童相談所一時保護所に歯科医師、
歯科衛生士を派遣し、一時保護中児童の健診やブラッ
シング指導等の支援を実施

医療機関との連携

• 要保護児童対策地域協議会を通じて、学校や教育委員会
と情報共有を図り、児童虐待の早期発見、早期対応に取
り組んでいる

• 平成３０年度から生徒指導課と連携し、各児童相談所に
おいて「児童相談所との連携協力校」に指定された小中
学校の教員に対する５日間程度の実務研修を実施

• 令和元年度以降、毎年、人権教育課との共催で児童虐待
の発生予防、早期発見や対応に関する研修を実施し、教
職員に対し、より一層の意識啓発を図っている

教育との連携

みんなで守ろう
こどもの笑顔
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児童虐待情報
共有システム

児童相談所と警察における児童虐待情報の全件共有

埼玉県（H30.8～）、さいたま市（H31.3～）、神奈川県（H30.12～）、相模原市（R1.9～）、川崎市（R1.9～）など

※ R2.6.1～ さいたま市も新システムに参画

全国初となる新たな仕組みを令和2年1月27日に運用開始
共有情報 データ更新頻度 アクセス方法

従 前
基本情報

（氏名・住所・虐待内容など）
毎月更新 警察署が電話で照会

全国初の
新たな仕組み
（現 行※）

基本情報＋詳細情報

（保護歴、兄弟有無安全確認状況など）
随時更新

児相・警察署が
パソコンで直接確認

令和５年６月時点、全国では同様の仕組みを３３自治体が導入済（R5.9.7「全国児童相談所長会議資料」）

児童相談所
システム

随時
情報の更新

児
童
相
談
所

警
察
署

本庁と警察本部を介さずに児相と警察署が情報共有
（迅速・詳細・効率的）

随時
詳細情報をダイレクトに閲覧可

警察の対応状況入力

【新たな仕組みのイメージ】

埼玉県こども安全課
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